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世界へのプレゼントになろう

11月12日　地区大会に振替
　　　　　（日時・例会場変更）
11月19日　会員卓話
　　　　　斎藤　修弘会員
11月25日　上尾西R・上尾北R
　　　　　合同例会（日程変更）

　皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。
　さて、10月31日はハロウィンです。先週から、仮装をした人たちが
見られます。ウィキペディアによれば元々は、ケルト人が起源と言わ
れるお祭りです。ケルト人は1年の終わりを10月31日とし、夏の終わ
りを意味し、冬の始まりでもあり、死者の霊が家族を訪ねてくると信
じられていました。また、有害な精霊や魔女から身を守るために、仮
面を被り、魔除けの焚き火を焚いていました。このことにちなみ、31
日の夜にカボチャをくりぬいた中にロウソク立てて飾りました。ジャ
ック・オー・ランタンは、「お化けカボチャ」「カボチャちょうちん」
と言われ、オレンジ色のカボチャをくりぬき、ナイフで目、鼻、口を
つけて、内側に火のついたロウソクを立てて飾ります。魔女やお化け
に仮装した子供たちが近くの家を1軒ずつ訪ねて「トリック・オア・ト
リート（Trick or treat）お菓子をくれないと悪戯するよ」と唱えます。
「ハロウィン」の語源は、カトリック教会で11月1日に祝われる「諸聖
人の日」の前の晩に当たることから、諸聖人の日の英語での旧称All 
Hallowsのeve(前夜)、Hallows eveが訛ってHalloweenと呼ばれるよ
うになったとされています。ハロウィンは、主に英語圏で行われ、ケ
ルト人の国であるアイルランドでは、10月の最終月曜日は祝日となっ
ており、学校ではこの週はハロウィン休みとなっています。アメリカ
では、20世紀初頭には、社会的、人種的、宗教的背景には関係なく多
くの人に受け入れられ、東海岸から西海岸へ広まりました。アメリカ
の文化が世界に広まるにつれて、アメリカ風のハロウィンの風習も伝
わりました。ハロウィンのパーティーで行われるゲームとして「ダッ
ク・アップル（Duck Apple）」があります。水を入れた大きなたらい
にリンゴを浮かべて、手を使わないでくわえてとるゲームがです。
　日本では、原宿のキデイランドが1970年代にハロウィン関連の商品
の販売を開始し、1983年10月には原宿キデイランドが販売促進の一環
として日本初のハロウィンパレードを開催しました。1997年10月31
日には東京ディズニーランドで、仮装した入園者が集まる「ディズニ
ー・ハッピー・ハロウィン」が開催され、現在では大きなイベントと
して行われています。また、ハロウィンパレードとしては、JR川崎駅
前の「カワサキ・ハロウィン・パレード」が、知られています。ここ
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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２０１5. 10. 25　於：JR浦和駅東口、パルコ前広場

関口会長、ありがとうございました！

出席　　会員数　　３8　　　出席数　　21
欠席　　欠席数　　17　　　（％）　 55.26
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  4
修正（％）　 　    89.47 　     （Ｍ・Ｕ）      3

出席率

義務が発生してきます。
マイナンバーの提出を拒まれた場合、法令で定められた
義務であると周知・説得してそれでも拒まれたら届出書
の提出先に相談することになります。
　届出書の様式に従って書いてもらい、本人確認をチェ
ックし、誰が書いたか記載して保管していただきます。保
管方法はいろいろあり、各事業所で保管したり、委託先
のコンピュータの中などがあります。
　１つここで変わったところは源泉徴収票の大きさは

今までＡ４の１／４だったのですが、マイナンバーがで
てくるとおさまりきらなくなりＡ４の半分のサイズになっ
て使われることになります。これは２８年分からになりま
す。
　まずはマイナンバーのさわりの部分をお話しさせてい
ただきました。ありがとうございました。

ロータリーフェスタ2015に行ってきました！
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幹　事　報　告
藤村　作幹事

数年は菓子メーカーがハロウィン商戦に参入し、
SNSの普及により、街中でハロウィンの装飾が見ら
れるようになりました。日本では、クリスマスと同
様に宗教的色彩は薄れています。仮装・コスプレの
イベントとして、日本式にアレンジされたハロウィ
ンが定着してきたようです。
　以上を持ちました、会長挨拶とさせて頂きます。

◆１１月のロータリーレー
トは１ドル１２０円です。
◆10/25に行われた「彩の
国目の祭典2015」のお礼
が届いています。
◆ソウル国際大会の暫定
スケジュールがWebで公開されたそうです。
◆皆さんにも「認知症フォーラム」についてお配りしまし
た。11月15日、地区大会ですが一般の方にも声をかけ
て皆さんで認知症について考えていただきたい、という
ことです。
◆訃報です。鴻巣水曜ＲＣ、2007-08年度会長だった
井田喜代志さんが10月22日に71歳で亡くなられたそ
うです。

親睦活動委員会　宇多村海児委員長

委員長報告

例会主題　会員卓話　
損害保険のこれから

　一昨年前、いちど斎藤修弘会員と一緒に保険のお話
しをさせていただきましたが、その時は生命保険に軸足
をおいたお話しをしましたので、本日は損害保険につい
てお話しいたします。お話しの構成で、前半は現在の損
害保険をとりまく状況・事情、後半は今後どのような損
害保険が役に立つ場面がでてくるのかという見通しを
お話ししたいと思います。
　早速ですが来年平成28年5月29日に生命保険を含
めて保険をとりまく環境が大きく変わります。保険業法
が改正され、その施行が5月29日からとなっています。
大きな２つの改正の柱がありまして、１つは代理業の義
務が増えるということ、２つめはユーザーであるお客様
がやっていただかなくてはならないことが増えるという
ことです。
　まず代理業の義務が増えるということですが、保険に
お客様が加入する際、５～７項目について意向を確認
するという作業をしています。この項目がさらに増え、結
構詳細なことまで情報を提供しなければならない義務
が課せられることになります。裏返してみると、問題があ
った際にお客様側が「このようなことは聞いていなかっ
た」と言いづらくなる、言っても認められなくなるというこ
とになります。今までより確認事項が増えるということは
、こと細かくお客様のニーズにそってご案内し、代理業
側も真剣にお伝えし、お客様側としても一切漏らさず説
明を聞いていただかないといけないということです。また
70歳以上の方からご契約いただく場合には、必ず家族
・親戚１人以上の同席が必要になります。
　保険業法が改正されるというのは、必ずそのきっかけ
となる事柄がありました。きかっけは外資系の保険会社

　11月19日（木）夜間例会の後、春日孝文新会員の歓
迎会を催したいと考えています。詳細は追ってお伝えい
たします。よろしくご参加のほどお願い申し上げます。

宇多村　海児会員
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宇多村会員、卓話ありがとうございました！

関口　和夫会長

が特定の代理店と、公平性に欠く契約を断続的に行っ
ていたことです。このようなことのないよう、複数の保険
を扱う代理店は合理的に保険の内容を説明しなかれば
ならず今回の改正につながったわけです。
　今後どういう保険が役にたつ場面が予測されるかと
いう話に移ります。損害保険と言えば自動車保険、火災
保険、傷害保険、各種賠償保険があり、特に自動車保険
、交通事故のお話しをします。今までの交通事故で被害
者に対して支払った最高額は５億８００万円です。被害
者は眼科医、41歳のお医者さんで、加害者はタクシー
でした。保険会社が提示する賠償額では間に合わず裁
判になりました。67歳まで働けるとして生涯の収入額を
被害者側は求めましたが、このお医者さんは酩酊してい
たため過失が６割あり、裁判で４割ほどの金額になりま
した。この判例をお伝えしたのは、通常いままで賠償す
るということに関して保険が役に立つとしたら専門的な
保険が多かったのですが、ここにきて賠償する場面が
専門的な分野の方でなくいろいろなところで賠償できる
機会があるのではないかという世の中の流れになって
きているのかなと個人的に思っているからです。
　20数年前にアメリカのマクドナルドで、熱いコーヒー
をこぼして治療を受けた方が訴え、こぼしたら治療を要
するほどの熱さになっているにもかかわらず、コーヒー
に注意書きが書かれていないとして裁判になり、その被
害者には１億円ほど支払われる判決になって、訴訟社
会の象徴的な事件として伝わりました。よく日本は数十
年遅れてアメリカの文化・社会慣行がくると言われます。
当時のほとんどの日本人はきっと、日本ではこんなこと
で裁判をおこす人はいないと思ったはずです。しかしい
ま保険業界では賠償が注意しなければいけないキーワ
ードになっています。
　さらに前回の卓話でもお話ししましたが、自転車運転
中の事故は、本人だけでなく、たとえばお子さんが事故
を起こすと賠償判決で親がなんとかしなければならな
い場合もあります。保険の賠償額で相手が納得すれば
いいのですが、相手が納得しないと保険ででまかない
きれない場合があります。そのようなケースになったら、
そこから先は保険屋の腕の見せ所かなと私は思ってい
ます。賠償に関していろいろなところにリスクの種が転
がっていると頭の隅にいれておいていただければと思い
ます。
　本日はご清聴、ありがとうございました。

　今週あたりから法人にマイナンバーが送られてきてい
ます。マイナンバーは法人と個人で扱いが違います。法
人は公に公開されます。謄本をとるのと同じように第３
者が知ることができます。個人は個人情報保護法に基
づき使用目的が限定されていて公開さません。
　まずマイナンバーの記載が必要となる主な届出書で
すが、社会保険関係では健康保険・厚生年金関係、雇
用保険、法定調書関係では給与所得の源泉徴収票や
報酬、料金、契約金お呼び賞金の支払調書、不動産の
使用料安堵の支払調書です。毎年1月31日までに税務
署に提出する資料がありますがそちらに番号を記載す
ることになります。そして源泉所得税関係で、給与所得
者の扶養控除等の申告書があるので、本人および扶養
家族の番号を知る必要があります。この番号をそえて年
末調整を行います。
　各市町村からそろそろ発行され、各自に番号が記載
された書類が届きます。それが届いたら年末調整で必
要になります。各従業員からマイナンバー情報を取得し
なければならなくなっています。
　その情報を得た場合に本人確認が必要になります。
ずっと雇用している人の確認をするのはおかしな話にな
りますが、マイナンバーの通知カードがあり、あるいは個
人番号カードを添付いただきます。番号カードは３種類
の方法があるのでそこから取得をしていただきたいと思
います。
　この情報を得るのは、雇用者、役員、情報を扱う部署
の方になっています。情報を扱う従業員が取得する必要
がある場合は、その方が責任をもって書類を保管する

マイナンバーについて


